
ヤングケアラー若者ケアラー支援者用ガイドブック（簡易版）の作成について

目的：
ガイドブックとは別に、市町の担当職員が実務で活用できる「簡易版資料」として作成。

方針：
携行も可能な資料となるように、枚数は４枚以下とする。
職種別に作成せず、全ての職種が参考にできるものを作成する。

内容：
「①気づく・信頼関係の形成②つながる・情報収集➡分析➡目標設定➡計画立案③支援する・見守る」 の支援の順番で、ポイントとなる項目を資料として
あげていく。

各シートの狙い：
①ヤングケアラーの気づきのポイント

ケアラーの定義よりもより具体的なチェックポイントを掲載することにより、まずは現場で職員がケアラーに気付いてもらう
②支援者の全体像と連携

どのような機関とつながればよいか、図を眺めて「ピピっ！」とつながり先を思いつくことを狙う
③支援の流れと具体的な説明

ケアラーを発見したら、どの段階でどのような動きをすればよいか、現場職員が一目でわかる
④多職種連携して対応する場合の会議開催の流れ

一つの課だけで問題解決することは基本あり得ないので、“多職種連携するもの”という意識づけを狙う



ヤングケアラーに気づくポイント
ケアラーやその家族の状況は多種多様。
支援を必要とするケアラーを取りこぼす
ことのないよう、該当する項目があれば
面談や家庭訪問の時の際に
注意して観察し、
本人や家庭の状況を少し掘り下げて
聞き取るように心がけて下さい。



支援者の全体像と連携

支援体制モデル 会議体 根拠法 

市町こども家庭センター

中心モデル 

要保護児童対策地域協議会 児童福祉法第25 条 

生活福祉/障害福祉/ 

高齢福祉中心モデル 

支援会議【生活福祉】 

地域自立支援協議会【障害福祉】 

地域ケア会議【高齢福祉】 

生活困窮者自立支援法第９条 

障害者総合支援法第89 条の３ 

介護保険法第115 条の 48 

重層的支援体制整備事

業活用モデル 

社会福祉法に基づく支援会議 同法第 106 条の６ 

 

守秘義務が課せられる会議体

個人情報を関係機関と共有する際の前提として、
ヤングケアラー本人やその家族から同意を得る
ことが必要となります。
しかし、中には、家族の同意が得られないケース
もあります。
その場合でも、上記の会議体であれば
法律に基づき本人同意なしに情報共有が
可能です。
必要があれば、活用を検討してみましょう。



支援の流れ



多職種連携で会議開催する場合の流れ

会議に本人や家族が参加の希望
がある場合は、できるだけ参加でき
るよう配慮を。
参加予定の機関が多く、日程調整
が難航する場合は、
少ない関係機関で先に
情報共有や意見交換等
を行っておいてもよいでしょう。


